
 

令和８年度当初予算編成方針概要 
 

趣 旨 

当町の財政状況、今後の財政計画及び実施計画等を踏まえ、令和８年度当初予算編成方

針を庁内各課に対し示すもの。 

 

基本方針 

将来にわたる持続可能な財政基盤の強化と健全な財政運営を確立するため、町の財政運

営に関する基本的な事項を定めた「おいらせ町財政運営に関する条例」の基本姿勢を踏まえ

た予算編成を行う。 

「町民の信託と負担により町政が成り立っていること」 

「弾力的かつ持続可能な財政構造の確立に向けた計画的な運営が必要であること」 

「負債は現在と将来の町民の負担であること」 

 

予算要求の考え方  

１ 歳出予算 

・ 町民の税金が使われていることを常に念頭に置き、町民の視点に立った予算要求とする

こと。歳出の削減に最大限の努力をするとともに、「あったほうが良い」ではなく真に必要な

ものを要求すること。 

・ 経常的経費は基本的に令和７年度当初予算額を上限とする。増額要求の場合は理由が

わかるよう要求すること。 

・ 見積書徴取は入札参加資格者名簿に登録されている町内業者（町内に本店または営業

所等を有する業者）、または現在業務を受注している業者からの徴取を基本とする。３者以

上から見積書を徴取したうえで平均見積額を要求すること。ただし、見積額が随意契約の

範囲内の場合は最低額とする。 

⑴ 人件費 

時間外勤務手当は、臨時的な業務または原則的に時間外にしか出来ない業務のみを

対象とし、令和７年度当初予算額を上限とする。 

⑵ 物件費 

・ 物品購入は、見積書徴取のほか、業者負担軽減のためカタログによる要求も可能とす

る（ハイグレード品にならないよう留意すること）。 

・ 他課で使用されていない物品や代替品の有無を確認し、やむを得ない物に限って要求

すること。 

・ 燃料費は過去３年間の平均使用量に直近の契約単価を乗じた額とし、光熱水費は令和

７年度当初予算額を上限とする。物価高騰の影響による上昇率は見込まないこと。 

・ 業務委託は、委託内容を見直し、業務の統合や軽減について精査すること。長期継続

契約または債務負担行為の対象事業は調書を提出すること。 

・ 使用料及び賃借料は、新規契約時や長期継続契約の満了時等に、購入・リース・再リー

ス等のいずれを採用すれば最も有利となるか、金額や期間、契約条項等の諸条件を勘案

して比較検討のうえ要求すること。 



 

⑶ 維持補修費 

点検結果などから施設の現状を把握し、利用者の安全に配慮しながら、施設の良好な

状態の維持に資する要求を行うこと。優先順位を検討した上で、施設の効用を発揮できる

必要最小限の要求をすること。 

⑷ 補助費等（町単独補助金） 

補助金事業検証結果等を踏まえ、補助金支出の根拠となる公益性、必要性を改めて検

討したうえで、補助金交付要綱等に基づいた規定額を要求すること。 

⑸ 工事請負費 

実施計画に計上されている事業については、計画額を上限とするが、経費節減に取り

組み、過度な施工がないか確認のうえ、真に必要な額を要求すること。 

 

２ 歳入予算 

・ 歳入あっての歳出予算であることを大前提とし、新たな収入確保、さらなる収入増加につ

いても検討すること。 

・ 町税については、課税客体、課税標準等の的確な把握に努めて適正額を積算し、過少な

見込みをしないこと。徴収率の向上と滞納整理の徹底により税収の確保を図ること。 

・ 分担金・負担金、使用料・手数料については、過去３年間の決算額の平均を基に精査し計

上すること。 

・ 国庫支出金及び県支出金については、制度改正の動向を的確に把握し、予算に反映する

よう努めること。活用可能な補助制度がないか情報収集に努め、一般財源負担が最小にな

るよう財源の確保に努力すること。 

・ 町債については、支出の平準化と後年度の財政負担軽減を図るため、交付税措置の有利

な地方債を活用するので、財政管財課と事前協議のうえ、適正額を積算し要求すること。 

 

３ 特別会計及び公営企業会計予算 

一般会計から各会計に対する繰出金は、厳しい財政状況を考慮し、事務事業を十分精査

のうえ、安易に財源不足を一般会計に依存しないよう必要最小限の額を要求すること。 

 

編成スケジュール（予定） 

〇 要求書締切 令和７年１２月 ５日  

〇 財政管財課長査定 令和８年 １月 ６日 ～ １月 ９日 

〇 町長・副町長査定 令和８年 １月１９日 ～ １月２２日 

〇 予算案概要説明 ２月議員全員協議会（２月中旬） 

〇 予算案審議 ３月議会提出 

 


